様式第1号（第4条関係）
　　　　年　　月　　日
安芸市教育委員会　様



安芸市家庭学習用モバイルWi-Fiルータ貸出申請書及び誓約書

私（申請者）は、モバイルWi-Fiルータ及びその附属品（以下「ルータ」という。）の貸出を希望するので、安芸市家庭学習用モバイルWi-Fiルータ貸出要綱第４条の規定により、誓約事項を確認の上、申請します。

	申請者
（保護者）
	氏名（署名）
	

	
	現住所
	

	
	連絡先
	

	使用する
児童生徒
	在籍学校名
	学年・組
	氏名
	備考

	
	学校
	年　　組
	
	

	
	学校
	年　　組
	
	

	
	学校
	年　　組
	
	

	
	学校
	年　　組
	
	

	誓約事項
	確認したら、□に✔(チェック)を入れてください。

□家庭に通信容量無制限（データ使い放題）のインターネット環境がありません。今後、家庭に前記の接続環境が構築されたときは、速やかに教育委員会に届出たうえ貸出されたルータを返却します。
□必要に応じて、上記の連絡先を通じて、家庭のインターネット環境の聞き取り等を受けることに承諾します。
□安芸市立小学校及び安芸市立中学校に在籍しなくなった場合は、速やかに貸出されたルータを返却します。
□市が児童生徒に貸出したタブレット端末の交換等によるルータの設定変更、その他、ルータのメンテナンス等の必要性が生じ、教育委員会からルータの返却を求められた場合は、速やかに貸出されたルータを返却します。
[bookmark: _Hlk206591875]□市が児童生徒に貸出したタブレット端末以外は接続せず、家庭学習以外の目的で使用しません。
□ルータの設定の変更や初期化等は行いません。
□ルータの設定情報を他者に漏らすことや、ルータを他者に使用、転貸させません。
□ルータを譲渡し、売却し、廃棄し、又は故意に破損しません。
□学校が別に定める規程等がある場合は、それに反する行為を行いません。
□ルータを破損、汚損、紛失等したときは、速やかに安芸市家庭学習用モバイルWi-Fiルータ破損・紛失等届(様式第4号)を教育委員会に提出し、保護者の責任において弁償します。



